
 

 

平成 28 年度 第７回人事委員会 会議結果<概要> 

 

１ 日 時 

平成 28 年６月 28 日（火）午後２時 00 分～午後３時 05 分 

 

２ 場 所 

人事委員会 委員室（新宿モノリス 21 階） 

 

３ 出席者 

（委 員）青山委員長、青木委員、濱崎委員 

（事務局）藤田事務局長、津国任用公平部長、森山試験部長、小澤審査担当部長、秋谷総

務課長、神永任用給与課長、柴田審査課長、添田試験課長、伊藤研究調査課長、

本間制度改革担当課長、近藤審査担当課長、矢部審査専門課長 

 

４ 議 事 

＜ 議  案 ＞ 

第１号議案 不利益処分についての審査請求に係る審査の委任及び審査方針について 

第２号議案 初任給、昇格及び昇給等に関する規則等の一部改正について 

  



第２号議案 初任給、昇格及び昇給等に関する規則等の一部改正について 

標記議案について、行政職給料表（一）が適用される部長の職の業務内容の見直し等に

伴う「初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則」及び「初任給、昇格

及び昇給等に関する規則の運用についての一部改正」の内容について、事務局から説明し

た。 

委員より、警視庁本部の参事官に関し設置時期やポスト管理について質疑があり、事務

局から、事務職の参事官は本年４月に設置されたこと及び参事官ポスト数に変動がない場

合は警視庁の判断でポストを設置することができる旨、回答した。 

委員より、警視庁本部の（主席聴聞官以外の）理事官の取扱いについて質疑があり、事

務局から、「初任給、昇格及び昇給等に関する規則」別表第８イに基づき、職務区分２から

職務区分４までに規定されている旨、回答した。 

審議の結果、委員全員の賛成により、原案のとおり決定した。 

 

＜以下、非公開対象案件＞ 

第１号議案 不利益処分についての審査請求に係る審査の委任及び審査方針について 

 

次回開催日程について 

次回委員会を平成 28 年７月 12 日（火）午後２時 00 分から開催することとした。 

 

 


